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EP特許情報 

PCTに基づく国際段階と EP広域段階とで 

優先権回復の判断基準が異なる場合があることに留意すべきことを示す最近の EP判例 
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１．はじめに 

PCT Rule 26bis.3には、優先権の回復に関し、次のように規定されています。 

すなわち、PCT に基づく国際出願が、優先権の満了日後であって当該満了日から２ヶ月の期

間内の国際出願日を有する場合、受理官庁は、出願人の請求があれば、Rule 26(b)～(g)の規定

を充足することを条件に、優先権を回復しなければならない。 

 

ここで留意すべきは、上記の PCT 規則によれば、優先権の回復が認められるか否かの判断基

準が、二種類存在し、いずれの判断基準に基づくかは、受理官庁に委ねられているということに

あります。 

 

優先権の回復に関し、最近、興味深い審決が EPOの審判部によって下されました。これによ

れば、PCT に基づく国際出願が USPTO を受理官庁としてファイルされました。しかし、この

国際出願は、基礎出願日から１年以内にファイルされませんでした。そこで、出願人は、優先権

の回復請求を USPTOにファイルし、これを USPTOは認め、優先権が回復されました。その後、

上記国際出願の EP広域段階移行手続後に、優先権の回復に関する問題が生じました。 

 

本件の出願人は、上記の国際出願の EP 広域段階移行手続をしましたが、その後、EPO は、

優先権の回復を認めない旨の通知を出願人に送付しました。この通知に対し、出願人は応答しま

したが、認められませんでした。これを不服とし、出願人は、EPO の審判部に審判請求をファ

イルしました。本件に係る審決例について、以下に詳細に説明します。 
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